
国
土
交
通
省

告
示
第
一
号

環

境

省

民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
ト
に
掲
げ
る
特
定
施
設
に
つ
い
て
の
民
間
事
業
者

の
能
力
を
活
用
し
て
特
定
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
法
第
三

条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

環
境
大
臣

鈴
木

俊
一

民
間
事
業
者
の
能
力
を
活
用
し
て
特
定
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
民
間
事
業
者
の
能

力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
ト
に
掲
げ
る
特
定

施
設
関
係
）



一

特
定
施
設
の
整
備
の
基
本
的
な
方
向

１

港
湾
は
、
国
民
生
活
の
向
上
や
産
業
活
動
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
将
来
に
わ
た
り
利
用

可
能
な
港
湾
の
空
間
は
有
限
で
あ
り
、
今
後
と
も
港
湾
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
は
、
港
湾

空
間
を
公
共
財
と
し
て
長
期
に
わ
た
り
活
用
し
て
い
く
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

他
方
、
近
年
、
内
陸
の
最
終
処
分
場
の
不
足
に
伴
い
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
で
の
廃
棄
物
の
受
入
れ
に
対
す
る
期

待
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
に
伴
い
発
生
す
る
土
砂
に
つ
い
て
も
、
廃
棄
物
と

同
様
、
内
陸
処
分
が
困
難
化
し
て
お
り
、
新
た
な
廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
港
湾
空
間
の
有
限
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
を
港
湾
に
お
い
て
計
画
的
に
確
保

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
港
湾
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
や
土
砂
を
受
け
入
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に

減
量
化
し
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
延
命
化
を
図
る
と
と
も
に
、
埋
立
後
の
造
成
地
の
高
度
利
用
を
図
る
こ
と
が
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（

「

」

。
）

２

民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

以
下

法

と
い
う

第
二
条
第
一
項
第
六
号
ト
に
掲
げ
る
特
定
施
設
（
以
下
「
廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
」
と
い
う

）
は
、

。

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
お
い
て
埋
立
て
に
用
い
ら
れ
る
廃
棄
物
又
は
土
木
建
築

に
関
す
る
工
事
に
伴
い
副
次
的
に
発
生
し
た
土
砂
（
以
下
「
廃
棄
物
等
」
と
い
う

）
を
あ
ら
か
じ
め
溶
融
、
破

。

砕
、
圧
縮
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
高
度
に
減
量
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。



３

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
技
術
革
新
等
に
的
確
に
対
応
し
、
民
間
の
資
金
力

の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
施
設
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
の
機
動
的
か
つ
効
率
的
な
経
営
能
力
を
最

大
限
活
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

当
該
港
湾
の
機
能
の
高
度
化
を
図
っ
て
い
く
た
め
、
特
定
港
湾
開
発
地
区
に
お
い
て
は
、
廃
棄
物
海
面
処
分
場

延
命
化
施
設
と
港
湾
施
設
の
一
体
的
な
整
備
を
図
り
、
地
区
の
総
合
的
な
開
発
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二

特
定
施
設
の
機
能
に
関
す
る
事
項

、

、

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
は

貴
重
な
海
面
に
整
備
す
る
廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
延
命
化
を
図
る
と
と
も
に

埋
立
後
の
造
成
地
の
高
度
利
用
を
図
る
た
め
の
適
切
な
機
能
を
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
基
本
施

、

、

。

、

設
を
備
え
る
と
と
も
に

必
要
に
応
じ

そ
の
機
能
の
増
進
を
図
る
た
め
の
関
連
施
設
を
含
む
も
の
と
す
る

な
お

法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
特
定
施
設
に
つ
い
て
は
、
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

１

基
本
施
設

廃
棄
物
等
減
量
化
施
設

・

廃
棄
物
埋
立
護
岸
を
で
き
る
だ
け
長
く
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
、
埋
立
後
の
造
成
地
の
高
度
利
用
を
図

る
た
め
、
廃
棄
物
等
を
あ
ら
か
じ
め
溶
融
、
破
砕
、
圧
縮
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
高
度
に
減
量
す
る
機
能
を
有

す
る
施
設
（
稼
働
状
況
の
監
視
又
は
制
御
を
行
う
た
め
の
装
置
が
設
置
さ
れ
た
施
設
を
含
む

）
。



２

関
連
施
設

廃
棄
物
等
減
量
化
施
設
に
お
い
て
減
量
化
す
る
廃
棄
物
等
を
受
け
入
れ
、
及
び
一
時
的
に
保
管
す
る
た
め
の

・
施
設
並
び
に
減
量
化
後
の
残
さ
を
一
時
的
に
保
管
す
る
た
め
の
施
設
（
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
廃
棄
物
埋
立
護

岸
に
移
送
す
る
場
合
に
限
る

）
。

廃
棄
物
等
減
量
化
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
廃
棄
物
等
又
は
減
量
化
後
の
残
さ
を
他
の
場
所
へ
移
送
す
る

・
た
め
の
荷
役
施
設

周
辺
地
域
の
環
境
保
全
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
施
設

・

施
設
の
管
理
及
び
運
営
の
用
に
供
さ
れ
る
事
務
室
（
廃
棄
物
等
減
量
化
施
設
に
該
当
す
る
施
設
を
除
く

）

・

。

並
び
に
専
ら
施
設
の
管
理
及
び
運
営
の
事
業
を
行
う
事
業
者
の
用
に
供
さ
れ
る
福
利
厚
生
施
設

港
湾
に
お
け
る
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
関
す
る
理
解
の
増
進
を
図
る
た
め
の
研
修
施
設
で
あ
っ
て
、
視
聴
覚
設

・
備
を
備
え
て
い
る
も
の

港
湾
に
お
け
る
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
関
す
る
理
解
の
増
進
を
図
る
た
め
の
展
示
を
行
う
た
め
の
展
示
施
設

・

廃
棄
物
等
減
量
化
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
廃
棄
物
等
又
は
減
量
化
後
の
残
さ
の
海
上
輸
送
の
用
に
供
さ

・
れ
る
係
留
施
設
（
廃
棄
物
に
あ
っ
て
は
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
移
送
す
る
場
合
に
限
る

）
。



三

特
定
施
設
の
立
地
並
び
に
規
模
及
び
配
置
に
関
す
る
事
項

１

立
地
に
関
す
る
事
項

廃
棄
物
埋
立
護
岸
に
隣
接
し
若
し
く
は
近
傍
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
又
は
海
上
輸
送
に
よ
り
広
域
的
に
輸
送
す

る
場
合
は
、
減
量
化
後
の
残
さ
等
の
積
出
し
を
予
定
し
て
い
る
岸
壁
に
隣
接
し
若
し
く
は
近
傍
に
立
地
し
て
い
る

こ
と
。

２

規
模
に
関
す
る
事
項

廃
棄
物
等
を
二
十
分
の
一
以
下
に
減
量
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

配
置
に
関
す
る
事
項

、

。

、

、

各
個
別
施
設
は

同
一
敷
地
内
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

た
だ
し

用
地
の
制
約
等
の
事
情
に
よ
り

分
散
し
て
配
置
さ
れ
る
場
合
に
は
、
一
体
的
な
管
理
が
可
能
な
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
。

四

特
定
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項

１

廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
延
命
化
に
資
す
る
廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
利
用
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

廃
棄
物
埋
立
護
岸
を
管
理
す
る
者
と
連
携
し
て
適
切
な
運
営
を
行
う
こ
と
。

２

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
運
営
は
、
単
一
の
事
業
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
が
、
個
別
施

設
が
複
数
の
事
業
者
に
よ
っ
て
分
担
し
て
運
営
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
複
数
の
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の



事
業
計
画
の
立
案
及
び
実
施
に
当
た
り
、
密
接
な
連
絡
及
び
協
議
を
行
う
こ
と
。

３

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
利
用
が
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
運
営
す
る
と
と
も
に
、
施

設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
保
守
管
理
体
制
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

４

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
安
定
的
か
つ
健
全
な
経
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
積
極

的
な
経
営
努
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
中
長
期
的
な
収
支
計
画
を
作
成
し
、
随
時
見
直
し
を
図
る
も

の
と
す
る
。
ま
た
、
民
間
に
お
い
て
実
務
経
験
を
有
す
る
者
の
積
極
的
登
用
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五

環
境
の
保
全
そ
の
他
特
定
施
設
の
整
備
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

１

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
環
境
に
与
え
る
影
響
を
調
査

し
、
検
討
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
環
境
の
保
全
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

２

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
港
湾
の
開
発
又
は
利
用
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
配
慮

す
る
も
の
と
す
る
。

六

特
定
港
湾
開
発
地
区
の
指
定
に
関
す
る
事
項

我
が
国
の
経
済
社
会
は
、
こ
れ
ま
で
の
大
量
生
産
、
大
量
消
費
、
大
量
廃
棄
を
前
提
と
し
た
社
会
の
あ
り
方
を
改

め
、
廃
棄
物
の
減
量
化
等
に
よ
り
循
環
型
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
お
り
、
港
湾
に
お
い
て
も
、



こ
れ
ま
で
港
湾
に
強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
物
流
機
能
や
生
産
機
能
の
高
度
化
に
加
え
、
循
環
型
社
会
の
形
成
に
資
す

る
機
能
等
を
充
実
し
、
時
代
の
変
化
に
即
応
し
た
総
合
的
な
港
湾
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
港
湾
開
発
地
区
は
、
特
定
施
設
を
中
核
と
し
て
、
こ
れ
と
一
体
的
に
港
湾
施

設
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
社
会
の
変
化
に
即
応
し
た
港
湾
の
開
発
又
は
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
特
に
、

そ
の
開
発
整
備
を
図
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
廃
棄

物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
に
係
る
特
定
港
湾
開
発
地
区
は
、
次
の
点
に
留
意
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

１

港
湾
全
体
の
開
発
又
は
利
用
の
促
進
に
資
す
る
こ
と

港
湾
は
、
物
流
機
能
、
生
産
機
能
、
国
際
機
能
、
情
報
機
能
、
生
活
機
能
等
多
様
な
機
能
を
有
し
て
お
り
、
こ

れ
ら
が
互
い
に
連
携
し
、
全
体
と
し
て
調
和
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
高
度
な
港
湾
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
特
定
港
湾
開
発
地
区
は
、
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
に
配
慮
し
つ
つ
、
港
湾
の
利
用
状
況

及
び
将
来
の
発
展
方
向
を
踏
ま
え
、
港
湾
全
体
の
機
能
の
高
度
化
を
図
り
、
港
湾
の
開
発
又
は
利
用
の
促
進
に
資

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

２

港
湾
の
開
発
整
備
の
拠
点
を
形
成
す
る
こ
と

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
を
中
心
と
し
て
循
環
型
社
会
の
形
成
に
資
す
る
港
湾
の
開
発
整
備
の
拠
点
を

形
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。



３

そ
の
他
の
留
意
事
項

港
湾
計
画
そ
の
他
地
域
の
振
興
又
は
開
発
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
を
図
る
も
の
と
す
る
。

七

特
定
港
湾
開
発
地
区
の
開
発
整
備
の
方
針
の
策
定
に
関
す
る
事
項

開
発
整
備
の
方
針
は
、
特
定
港
湾
開
発
地
区
の
開
発
整
備
の
基
本
的
方
向
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
特

定
施
設
の
整
備
計
画
の
認
定
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
港

湾
開
発
地
区
の
指
定
に
関
す
る
事
項
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
港
湾
計
画
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
次
の
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

１

開
発
整
備
の
目
標

当
該
特
定
港
湾
開
発
地
区
の
港
湾
全
体
に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
特
定
施
設
を
中
心
と
す
る

循
環
型
社
会
の
形
成
に
対
応
し
た
地
域
の
拠
点
と
し
て
の
地
区
の
開
発
整
備
の
方
針
等
を
定
め
る
こ
と
。

２

特
定
施
設
の
種
類
そ
の
他
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

開
発
整
備
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
特
定
施
設
の
種
類
及
び
必
要

に
応
じ
お
お
む
ね
の
位
置
等
を
定
め
る
こ
と
。

３

港
湾
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

廃
棄
物
海
面
処
分
場
延
命
化
施
設
の
機
能
を
増
進
し
、
当
該
特
定
港
湾
開
発
地
区
の
開
発
整
備
の
目
標
を
達
成



す
る
た
め
、
一
体
と
し
て
整
備
さ
れ
る
べ
き
港
湾
施
設
の
種
類
等
を
定
め
る
こ
と
。

４

そ
の
他
特
定
港
湾
開
発
地
区
の
開
発
整
備
に
関
し
必
要
な
事
項

開
発
整
備
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
公
益
施
設
、
業
務
施
設
等
に
関
す
る
事

項
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
定
め
る
こ
と
。


